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2. 「流域・河川の望ましい姿」の抽出・設定

2.1 「流域・河川の望ましい姿」の抽出・設定の考え方

田川の現況と歴史的変遷を踏まえ、「流域・河川の望ましい姿」を設定した。

「流域・河川の望ましい姿」は、流域や河川における環境について、これまでに失われたり悪

化してきた機能や良好に維持されている機能等の視点から現状の分析を行い、自然的状況や社会

的状況等により生じる制約、地域の環境認識等を考慮して設定した。

2.2 田川の「流域・河川の望ましい姿」

田川の流域及び河川の本来の姿※、及び、現在の環境の水準は、以下に示すとおりである。

なお、流域及び河川において、植生や河道状況により環境が異なることから、区分ごとに現在の

環境の水準を整理し、望ましい姿を設定した。

●流域の現在の環境の水準
区 分 本来の姿 現在の環境の水準

上流部

（ 蓮
はちす

川合流

点より上流）

・ブナ等の原生林を主とす

る森林

・渓谷や滝等の自然豊かな

渓流

・オオダイガハラサンショ

ウウオ等が生息

・森林に占める自然林の割合が減少傾向にあるものの、ス

ズタケ－ブナ群団に代表される原生林が残存している。

・渓谷や滝等の自然豊かな景観が保全されている。

・オオダイガハラサンショウウオ等の貴重な動植物が生

息する自然環境が保全されている。

・上流部の大部分は、香肌峡
かはだきょう

県立自然公園もしくは室生
む ろ う

赤目
あか め

青山
あおやま

国定公園に指定されている。

森

林

域

中流部

（大臣管理

区間上流端

～蓮川合流

点）

・シイ、カシ等の自然林を

主とする森林

・蛇行しながら岩盤が露出

し瀬・淵を形成する自然

豊かな河川

・ネコギギ等が生息する河

川環境

・植生はスギ、ヒノキ、アカマツなどの植林が主体となり

自然林は少なくなっている。

・田川は蛇行しながら岩盤の谷間を流れ、岩盤が露出

し、瀬・淵が形成され自然豊かな河川環境が保全されて

いる。

・田川を代表するアユや国指定天然記念物のネコギギ

が生息する河川環境が保全されている。

・中流部はその大部分が香肌狭県立自然公園に指定され

ている。

水田域

（河口～大臣管理

区間上流端）

・田川の流路は固定され

ず氾濫原が広がる

・頭首工等は無く瀬・淵が

出現する流れのある河川

・河口に広がる干潟

・派川 祓
はらい

川は自然の蛇行

に沿って流れ、樹木群等

により豊かな自然がを育

んでいた。なお、永保 2

年(1082)の大洪水以前は

祓川が本流であったとい

われている。

・植生は大臣管理区間上流端付近にアカマツ植林が見ら

れ、その下流の平野部は水田に占められ田園風景が見ら

れる。

・河口の干潟は、海浜性植物や鳥類の営巣地になるなど多

様な自然環境が保全されている。

・頭首工による広い湛水面は、釣りや水遊び等の親水の場

であるとともに、良好な景観を特徴づけている。

・近年の降水量の減少傾向に伴い、河川流量も減少傾向に

ある。

・派川祓川は現在も自然の蛇行に沿って流れ、樹木群等が

豊かな自然を育んでいるが、本川の洪水時には祓川沿川

の洪水被害を防止するため本川の水位が低下するまで

祓川水門を閉鎖している。祓川は自流がほとんど無いた

め、上流部は一部区間で水枯れが発生し魚類のへい死が

生じている。

※本来の姿：流域・河川の歴史的変遷を踏まえて、過去の環境と現在の環境を比較することにより導き出され

た田川の本来あるべき姿で、基本的に人為的な影響のない状況を予測したものである。
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●河川の現在の環境の水準
区 分 本来の姿 現在の環境の水準

感潮区間

(河口～東黒部
ひがしくろべ

頭

首工)

・海浜性植物が生育し、コ

アジサシ等の鳥類の繁

殖地や集団休息地とし

て利用されている河口

部に広がる干潟。

・水際に広がるオオヨシ

キリの繁殖地として利

用されているヨシ原。

・河口部にはアイアシ・フクド・ハマボウ等の海浜性植物が生

育し、シギ・チドリ等の集団休息地、コアジサシの繁殖地と

なっている干潟が現在も保全されている。

・オオヨシキリの繁殖地となっているヨシ原が保全されてい

る。

・干潟は、潮干狩りや海水浴、釣りなどの親水の場として保全

されている。

・東黒部頭首工の下流には、アユの産卵場となっている浮石状

態の瀬が保全されている。

・上流区間にある頭首工からの取水により当該区間の河川流量

は減少している。

湛水区間

(東黒部頭首工～

新両郡
しんりょうぐん

橋)

・頭首工が無く流路は蛇

行を繰り返し瀬・淵が連

続する河川

・砂州等が発達した河川

・高水敷に分布する樹木群は、カワウやサギ類の集団分布地等

として保全されている。

・４箇所の頭首工により湛水面が連続し穏やかな景観を形成し

ており、湛水区間は釣り、頭首工下流は水遊びなどの親水の

場として保全されている。

・４箇所の頭首工には魚道が設置されているが、最下流の東黒

部頭首工は魚道の機能などが不十分であるため魚類の遡上環

境を不連続としており、アユの遡上時期には地元漁協が下流

に溜まるアユを採補し、上流で放流を行っている。

流水区間

(新両郡橋～

大臣管理区間上

流端)

・流路は蛇行を繰り返し

砂州や瀬・淵が連続的に

出現する河川

・流路は蛇行が繰り返し、瀬・淵が連続的に出現する。両郡
りょうぐん

橋

の下流にはアユの産卵場となっている浮石状態の瀬が保全さ

れている。

・両郡橋上流の竹林やムクノキ・エノキ等の樹木群が連続し、

鳥類等の生息場となり、更に、田川の変化に富んだ流れと

樹木群が調和し、田川の代表的な景観が形成されている。

・両郡橋付近では射和
い ざ わ

商人の古い街並みが残り、田川と調和

した独特の風情をかもし出している。

佐奈
さ な

川

(合流点～

大臣管理区間上

流端)

・頭首工が無く流路は蛇

行を繰り返して流れる

河川

・田可動堰が無く、現在

の湛水域による湿地は

形成されず、合流点付近

は流れのある河川環境

・合流点付近は田可動堰の湛水面により湿地が形成され、イ

チモンジタナゴ等の貴重な生物の生息の場が保全されてい

る。

・合流点付近の右岸には桜づつみ公園が整備され、地域の人々

と川との触れ合いの場として保全されている。

蓮川

(蓮ダム湛水区間)

・蓮ダムが無く、原生林な

どの樹木群に囲まれた

渓谷

・イヌワシなどが生息す

る自然環境

・ダム湖周辺は、香肌峡県立自然公園に指定され、蓮渓谷をは

じめとする数々の渓谷、景勝地が保全されている。

・ダム湖周辺には、平成４年に津本
つも と

公園が整備される等、周辺

整備が進み、種々のイベントも開催され、地域の憩いの場と

なっている。

・蓮ダムでは、出水後の濁水長期化や淡水赤潮の発生といった

水質問題が生じている。濁水の長期化対策として、貯水池内

に流入水制御フェンスを設置し、併せて選択取水施設を運用

し清澄な層から放水することで、一定規模の出水まで濁水の

長期化を軽減している。また、淡水赤潮対策では表層曝気循

環装置や人工生態礁（試験設置）を設置し、植物プランクト

ンの増殖を抑制するとともに、流入水制御フェンスによりダ

ム下流への拡散を防いでいるが、未だ淡水赤潮や濁水長期化

が見られる。

・蓮ダムの下流では流量が平滑化するとともに土砂供給量の減

少により、アーマーコート化※や糸状緑藻類が発生している。

※アーマーコート化：上流からの供給土砂量が減少すると、河床が低下するとともに、河床を構成している土砂の細粒分だけ

が下流へ流下し、河床面に大粒径の土砂だけが残ることで、魚や水生生物の餌場、生息場となる浮き石

環境が減少するなど、瀬・淵の環境に変化を与える。
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3. 複数案の検討

3.1 整備と保全の方向性

「整備と保全の方向性」は、「流域・河川の望ましい姿」に沿って、社会的要請や自然環境

の状況から、田川においては、今後おおむね 30年間で実現可能な方向性として設定した。

なお、検討範囲は河川整備計画で実施する大臣管理区間とした。

●整備と保全の方向性

項 目 流域・河川の望ましい姿 整備と保全の方向性 整

備

保

全

治水 両郡橋地点の計画高水流量※

4,300m3/s

(既往最大の昭和 34年 9月洪水相

当)

両郡橋地点の河道整備流量※3,500m3/s

(観測開始後最大の平成 6年 9月洪水相

当)

○

利水 安定した河川流量の確保 － － －

森林域 ○国定公園や県立自然公園にも指

定されている自然豊かな森林環境
－ － －

①平野部に広がる田園 － － －

流

域

水田域

②魚類生息環境が確保され自然豊

かな環境・景観を有し、歴史を偲

ばせる河川環境（祓川）

本川が洪水時の祓川での魚類生息環境

の改善

○

①多様性を有する河口部の干潟の

環境

③潮干狩り等の親水の場

多様性のある干潟の環境の保全 ○

②オオヨシキリの繁殖地となって

いるヨシ原

まとまったヨシ原の自然環境の保全 ○

感潮区間

(河口～東黒

部頭首工)

④アユの産卵場となっている瀬 最下流にあるアユの産卵場となる瀬の

保全

○

①縦断的連続性が確保された河川

環境

河川の縦断的連続性の改善 ○

②鳥類の休息場等に利用されてい

る樹木群

鳥類の休息場等として利用されている

樹木群の保全

○

湛水区間

(東黒部頭首

工～新両郡

橋)

③釣りや水遊び等の親水の場 湛水域を活用した親水の場の保全 ○

①瀬・淵が連続的に出現する自然豊

かな河川

瀬・淵が連続する多様な流れと両郡橋下

流のアユの産卵場となる瀬の保全

○

②鳥類の生息環境となっている樹

木群

流水区間

(新両郡橋～

大臣管理区

間上流端)

③古い街並みと一体となった樹木

群

樹木群の生物生息環境及び景観の保全 ○

①合流点付近の貴重な湿地環境 生物生息環境として重要な湿地の保全 ○佐奈川

(合流点～大

臣管理区間

上流端)

②人と川との触れ合いの場 人と川とがふれあえる場の保全 ○

①蓮ダム貯水池の清涼な水質やダ

ム下流の良好な河床環境

・蓮ダムの水質改善

・蓮ダム下流の対策

・蓮ダムの淡水赤潮や濁水長期化等の

水質問題を改善

・蓮ダム下流のアーマーコート化や糸

状緑藻類の発生等の問題を改善

○

環

境

河

川

蓮川

(蓮ダム湛水

区間)

②地域住民の憩いの場 公園整備やイベント開催などの継続 ○

※計画高水流量：河道を設計する場合に基本となる流量

河道整備流量：河川整備計画において、河道の整備で対応する流量
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3.2 複数案の設定

複数案は、整備と保全の方向性を踏まえ、社会・経済面※、技術面※、環境面※から、今後お

おむね 30年間で実現可能な案として設定する。

河川整備計画において、治水整備は流量観測が開始された昭和 38年以降最大となった平成

６年９月洪水と同規模の洪水に対し破堤等による甚大な被害を防止することを目標に対策を

実施する。このため、本川 2.8～3.4k（大平
たいへい

橋付近）において計画高水位を上回る箇所の河道

掘削及び樹木伐採、田可動堰下流において必要な堤防の高さや断面が不足している箇所の堤

防整備及び侵食などから堤防等を防護する護岸整備などを実施する。この中で、環境に影響を

与えると考えられる河道掘削とそれに伴う樹木伐採の手法について設定した。

利水整備は、近年の小雨化傾向などにより河川流量が減少しているが、現況において河川水

の利用実態の把握が的確になされていないことから、今後、整備計画期間内において検討を行

うものとした。

環境整備は、整備と保全の方向性に示した環境の整備項目について設定した。

なお、複数案は各案による整備と保全の方向性とその達成度や環境影響をより明確にするた

め、河川整備を行わない案（現状維持）もひとつの案として考えるものとした。

※ 社会・経済面 ： 事業実施のための時間、費用、地域社会へ及ぼす影響など

技 術 面 ： 建設、管理、運用の技術的困難性など

環 境 面 ： 環境への著しい影響など
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表 2 利水整備の複数案

案 整備内容 整備手法

Ａ 現状維持 現状維持

表 3 環境整備の複数案

案 整備内容 整備手法

Ａ 現状維持 現状維持

Ｂ 河川の縦断的連続性の

改善

東黒部頭首工の魚道の改築などを図り、遡上環境を改善す

る。

C-1 本川の洪水時の祓川で

の魚類生息環境の改善

（水量補給）

本川の洪水時における祓川への水量補給のため、ポンプ施設

の設置または祓川水門を改築する。

Ｃ

C-2 本川の洪水時の祓川で

の魚類生息環境の改善

（水面確保）

本川の洪水時における祓川の水面確保のため、祓川に避難池

を設置する。

Ｄ 蓮ダムの水質改善 現状の水質対策である表層循環装置や流入水制御フェンス、

人工生態礁、選択取水施設等を継続して実施することにより

データを蓄積し、効果の検証を行う。

E-1 蓮ダム下流の環境改善

（土砂投入実験）

ダム下流のアーマーコート化や糸状緑藻類の発生防止対策

として土砂投入実験を継続することにより動植物等への影

響についてデータを蓄積し、効果の検証を行う。

Ｅ

E-2 蓮ダム下流の環境改善

（人工洪水）

ダム下流のアーマーコート化や糸状緑藻類の発生防止対策

として、人工洪水による下流の安全性の確保及び影響範囲を

把握し、可能性の検討及びデータの蓄積等による効果の検証

を行う。


